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１   組 織 の 概 要          
 

（１）事業所名 
      有限会社 下 田 商 会  
      創業 昭和３４年９月、 産業廃棄物収集運搬は平成 2 年より開始 
  （２）代表者 代表取締役 下 田 盛 子 
  （３）環境管理責任者   西 海 正 博   
     担 当 者     篠 塚 美江子  

連 絡 先     電話：042－461－0460  FAX：042－461－3541 
                              Ｅ－ｍａｉｌ：shimoda-1959@khaki.plala.or.jp  

（４）所在地 
           本社・・・東京都西東京市西原町４－５－７５ 
      西原 5丁目倉庫・・・東京都西東京市西原町５－６－３９ 

（５）積替え保管施設   
本社・・・ 積替え保管面積:６５２㎡  最大保管高さ:１．５５m    

保管上限量  ９．７９㎥ 
西原 5 丁目倉庫・・・積替え保管面積: １８５㎡ 最大保管高さ:３m  

    保管上限量 ５９．４㎥ 

（６）事業内容 
・法人設立年月日 昭和 34 年 9 月 17 日 
・資本金   ４５０万円 

   ・売上高   年間売上 2 億 4431 万(令和 4 年 8 月決算) 
  ・従業員   30 名 

・主なる事業内容 
    産業廃棄物収集運搬業（廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・ 

金属くず・ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類、汚泥、動物性残さ） 
一般廃棄物収集運搬業（事業系一般廃棄物・特定家庭用機器廃棄物）・清掃業 

   
   ・許可証、登録証一覧 

許可の種類 許可者 許可番号 有効期限 許可年月日 
一般廃棄物収集運搬 西東京市 第 4-3 号 令和 6 年 3 月 31 日 令和 4 年 4 月 1 日 
 東久留米市 第 4-18 号 令和 6 年 3 月 31 日 令和 4 年 4 月 1 日 
 小平市 第 57 号 令和 5 年 6 月 30 日 令和 3 年 7 月 1 日 

産廃物収集運搬 東京都 第 13－10－044583 号 令和 9 年 1 月 16 日 令和  4 年 1 月 17 日 

 埼玉県 第 1101044583 号 令和 8 年 12 月 24 日 令和  3年 12月 28日 
浄化槽清掃業 西東京市 浄化槽第 2－1 号 令和 6 年 3 月 31 日 令和 4 年 4 月 1 日 

mailto:shimoda-1959@khaki.plala.or.jp
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・ 廃棄物収集運搬車輌 

運搬車両の 
種類      

台  数 

 

３ｔ塵芥車 16 
２ｔ平ボディ 2 
バキューム 2 
アームロール車 1 
ダンプ 1 

軽トラック 2 

 
  ・収集運搬の実績 8,119t （西東京市委託実績         7,460.4t  

事業系一般廃棄物・資源実績    632.2t 
産業廃棄物実績              26.7t  ) 

 
 
 

2   認 証 登 録 の 対 象 範 囲         
当社は、全組織・全活動を対象としています。  
事業活動は、一般廃棄物収集運搬業・産業廃棄物収集運搬業・ 

貨物自動車運送事業・清掃業  
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（有）　下田商会　　　エコアクション組織図 令和4年2月現在

役割・責任・権限

代表者(社長) ① 代表者として環境経営全般に関して責任と権限を持つ

② 環境方針を策定し、従業員に周知する

③ 資源(人・もの・金)の用意をする

④ EA21全体の取組状況に関し、全体の評価、見直し・指示を実施する

⑤ 環境管理責任者、環境委員等を任命する

⑥ 経営における課題とチャンスの明確化

環境管理責任者 ① EA21ガイドラインの要求事項を満たす環境経営システムを構築・実行し、

環境面の実績を向上させる

② 上記の結果を社長に報告する

③ EA21文書類の承認をする

④ 環境管理責任者として、EMS全般の舵取りを行い、実行を推進する

環境事務局 ① EA21環境経営システムを構築し、文書化し、実行を推進する

② 環境への負荷の自己チェックを実施する

③ 環境への取組の自己チェックを実施する

④ 環境管理責任者を補佐し、問題点の審議と解決策を立案する

担当及び全社員 ① 環境目標、環境活動計画の達成と実績の把握を行う

② 環境目標、環境活動計画を内容を把握し、実行する

③ 関連する法規制等を遵守する

④ 教育・訓練を実施する

⑤ 環境情報の収集と伝達をする

⑥ 緊急事態への準備及び対応の訓練を実施する

代表取締役　　　　　下田盛子

環境管理責任者　　　西海正博

環境事務局　　篠塚美江子

省エネ

（電気・灯油・ガス）
節水

燃料削減
(軽油・燃費管理）

廃棄物削減
災害

（防災管理）
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3     環 境 経 営 方 針         
 

理  念 

 
当社は、環境の保全が緊急の課題であることを、認識し一般廃棄物ならびに産業廃棄物の

運搬業務を、通じてエコアクション２１による、環境システムを構築し、自主的、積極的に

運用し、地球環境に配慮した行動を全社員一丸となり取り組みます。 

環 境 経 営 方 針 

 
（１）経営における課題とチャンスを踏まえて、環境経営システムを構築し、次の事項を重

点的なテーマとして継続的改善に取り組みます。 
    

① 収集運搬車両の点検整備・エコドライブなどにより、二酸化炭素など、環境負

荷を低減します。 
② 水使用量を削減します。 
③ 廃棄物を削減し、分別を徹底しリサイクル活動を推進します。 
④ 電気・ガス・石油などの使用量を削減し、環境負荷の低減をします。  

 
（２）作業の安全に心がけ、事業所の環境衛生に最善の努力をします。 
 
（３）環境関連法を遵守します。 
 
（４）環境活動レポートを作成し、環境取り組みの状況を公表します。 
 

 
      
         制定日   平成 21 年 8 月 30 日 
         改定日   令和 3 年 4 月 1 日 
         有限会社  下田商会 
         代表取締役 下田 盛子 
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4―1  環   境   目   標（令和 3 年度）    

  
  当社では、平成 21 年 9 月エコアクション 21 導入を決定しました。環境への取り組みを

効果的に行うシステムの構築を進め、具体的環境負荷低減活動に取り組んでおります。 
基準年を平成 28 年度にしてから、6 年たちましたので、来年度（令和 4 年度）から基準

年を令和 3 年度にして、新たに環境目標を下記のように設定しました。 
 
令和 3 年度・・・令和 3 年 9 月 ～ 令和 4 年 8 月 

環境目標 28 年度実績（基準） 令和 3 年度 
二酸化炭素排出量削減 119,843kg-CO2 118,644kg-CO2 

1%削減 
 電力使用量の削減 3,581kWh (1,808kg-

CO2) 
3,545 kWh 
1%削減 

都市ガス使用量の 
削減 

156 ㎥ 
(328.9kg-CO2) 

154 ㎥ 
1%削減 

灯油使用量の削減 2,188ℓ  
(5,452kg-CO2) 

2,166 ℓ 
1%削減 

軽油使用量の削減 42,774ℓ 
(112,068kg-CO2) 

42,346 ℓ 
1%削減 

水使用量の削減 1,005 ㎥ 994 ㎥ 
1%削減 

事務用品のグリーン 
購入 

￥41,759 
 

実績把握 

廃棄物の削減 シュレッダー紙の管理 シュレッダー紙の管理 
車両の燃費向上 
 

平均 3.29km/ℓ 28 年度 
1%向上 

 
基準年(平成 28 年)の電力の二酸化炭素排出量は、東京電力平成 27 年度調整後排出係数 
0.500 kg-CO2/ kWh 
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4―2   環   境   目   標（中長期）     
  
 令和 4 年度と令和 5 年度の環境目標 
 

 
環境目標 令和 3 年度実績 

（基準） 
令和 4 年度 令和 5 年度 

二酸化炭素排出量削減 129,822 kg-CO2 128,523kg-CO2 

1%削減 
128,523kg-
CO2 

1%削減 
 電力使用量の削減 4,694 kWh 

(2,025kg-CO2) 
4,647 kWh 
1%削減 

4,647 kWh 
1%削減 

都市ガス使用量の 
削減 

160 ㎥ 
(343kg-CO2) 

158 ㎥ 
1%削減 

158 ㎥ 
1%削減 

灯油使用量の削減 2,454 ℓ  
(6,110kg-CO2) 

2,429 ℓ 
1%削減 

2,429 ℓ 
1%削減 

軽油使用量の削減 47,032 ℓ 
(121,343kg-CO2) 

46,561 ℓ 
1%削減 

46,561 ℓ 
1%削減 

水使用量の削減 1,033 ㎥ 
 

1,022 ㎥ 
1%削減 

1,022 ㎥ 
1%削減 

事務用品のグリーン 
購入 

¥93,327 
 

実績把握 実績把握 

廃棄物の削減 シュレッダー紙の管理 シュレッダー紙の管

理 

シュレッダー紙の管

理 
車両の燃費向上 
 

平均 3.46 km/ℓ 令和３年度 
1%向上 

令和３年度 
1%向上 

 
基準年(令和 3 年)の電力の二酸化炭素排出量は、 
東京電力 2021 年度調整後排出係数 0.452 kg-CO2/kWh 
八洋でんき 2021 年度調整後排出係数 0.408kg-CO2/kWh 
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 5 環境目標（令和 3 年度）及び環境目標の実績           
   

活動期間：令和 3 年９月 ～ 令和 4 年 8 月 
 

環境目標 
28 年度実績 
（基準） 

 
目標値 
 

 
実績結果 

 

 
達成

状況 
二酸化炭素排出量削減 119,843kg-CO2 118,644 

kg-CO2 

1%削減 

129,822 
  kg-CO2 

× 
 電力使用量の削減 3,581kWh 

(1,808kg-CO2) 
3,545 kWh 
1%削減 

4,694 kWh 
 × 

都市ガス使用量の 
削減 

156 ㎥ 
(328.9kg-CO2) 

154 ㎥ 
1%削減 

160 ㎥ 
 × 

灯油使用量の削減 2,188ℓ  
(5,452kg-CO2) 

2,166 ℓ 
1%削減 

2,454 ℓ 
 × 

軽油使用量の削減 42,774ℓ 
(112,068kg-CO2) 

42,346 ℓ 
1%削減 

47,032 ℓ 
 × 

水使用量の削減 1,005 ㎥ 994 ㎥ 
1%削減 

1,033 ㎥ 
 × 

事務用品のグリーン 
購入 

￥41,759 
 

実績把握 ¥93,327 
 〇 

廃棄物の削減 ｼｭﾚｯﾀﾞｰ紙の管理 
 

実績把握 
 

62kg 
 

〇 
 

車両の燃費向上 平均 3.29km/ℓ 平均 3.32km/ℓ  平均 3.46 km/ℓ 〇 
 
電力の二酸化炭素排出量は、 
東京電力 2021 年度調整後排出係数 0.452 kg-CO2/kWh 
八洋でんき 2021 年度調整後排出係数 0.408kg-CO2/kWh 
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６ 環境活動計画の取組結果とその評価、次年度の取組内容    
① 二酸化炭素排出量の削減 

(1)  電力使用量の削減 
・不要照明の消灯。⇒目標達成できなかった 
・温度管理。⇒夏 27℃冬 22℃は厳しいが今後も努力する。 
★昨年度照明器具を LED に変更した。 
★最終退出者は、電気消灯に務める 

(2 )都市ガス・灯油の削減 
・湯沸かし等の節約 ⇒ガスの目標達成できなかった 
・暖房器具の温度管理や不要な暖房は消す⇒灯油の目標達成できなかった 
★次年度も引き続き、節約を徹底する。 

(3) 軽油の削減 
・目標には達成出来なかったが、昨年度よりは軽油の削減できた。 
★燃費管理表で燃費向上を図る。 

(4) 車両の燃費向上 
・収集運搬における環境配慮として、車両の燃費向上を図る 
・車両毎（塵芥車・トラック）12 台のデータを管理した。 
★市委託コースを１２台にして燃費管理を続ける 

② 水使用量の削減  
 ・洗車節約   
 ・節水の呼びかけ  
・洗濯の節水 
★次年度も引き続き節水に心がける。 

  

             
③  事務用品のグリーン購入 
・発注時に確認する。⇒ほぼ 100%実施出来た。 
 

④ 廃棄物排出量の削減 
・コピー用紙の削減（再利用）⇒裏紙として再利用は徹底出来た。 
・ゴミの分別⇒ほぼ徹底出来た。 
・シュレッダーの管理(キロ数)を始めて、ごみを減らすことが出来た。 
★廃棄物の量の中で一番多い、古紙の再利用を徹底する。             

➄ その他 環境保全の活動 
会社周辺の清掃活動 週１回(木曜日)行う。 
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７ 環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価の結果並びに違反、

訴訟の有無  
 
 法律の名称 
① 廃棄物の処理及び清掃に関する法律     
② 東京都廃棄物条例  

③ 西東京市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例  
④ 特定家庭用機器再商品化法（家電ﾘｻｲｸﾙ法）  

⑤ 東京都環境確保条例    
⑥ 自動車リサイクル法    
 
 

※ 当社に適用される主な法規は以上の通りで、これらの環境関連法規の遵守評価の結果、

違反はありません。なお、関係当局よりの違反等の指摘は、過去３年間ありませんでし

た。 
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８ 代表者による全体評価と見直し・指示の結果                        

エコアクションに取組始めて 16 年が経過し、全従業員の環境に対する意識も高まり、活

動を続けてきました。基準年を平成 28 年にして目標をたてた結果、殆どの項目おいて、目

標達成出来なった。電力に関しては、東京電力のみではなく、八洋でんきを取り入れた事に

より、平均単価を下げる事が出来た。部屋の室温設定や消灯に心がけたが、目標達成に至ら

なかった。コロナ過で部屋の換気を常にしているので結果、例年より電力を消費した可能性

がある。軽油は、急発進・急停車・アイドリングストップなどに取り組みで軽油の削減を目

指しましたが、基準年より車両台数の増加に伴い、軽油が目標値に達成できなかった。しか

し燃費管理表の管理が定着し、基準年より燃費平均値が向上している。 
 基準年（28 年度）から 6 年が経過しているので、令和 4 年度から基準年を令和 3 年度に

して、改めて環境目標を設定して活動を続けていこうと思います。 
 今年度は、災害訓練として有限会社エコセフ様に、弊社に来ていただき消火器の使用につ

いて講習会を開催しました。 

  
また、災害時、最小限の事業を継続し、早期に業務を再開する為、「事業継続力強化計画

（BCP）」に基づき活動してまいります。 
今後も、地域清掃活動（毎週木曜日）をしっかり取り組んでいき、環境方針・環境活動計画、

環境経営システムに基づき、より一層の環境問題に取り組む姿勢を内外に示してまいります。 
地 域 清 掃 活 動 

 
 


